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開発行為に該当するか否かについては、別途開発審査課に相談して下さい。
関係各課事前協議において、事前協議申請書を建築安全課及び関係各課に配布後、計画の変更が
生じた場合は、建築安全課及び関係各課に変更後の資料を再配布し、再度協議を行って下さい。
本申請は、事前協議結果の通知日から１年以内に申請を行って下さい。１年を超えたものについ
ては再度事前協議申請を行って下さい。
本申請後は、計画の変更が生じないよう心掛けてください。
中間検査を行わない場合、完了検査は、本申請より概ね10日以後となります。
指定道路部分の地目変更は、『指定・公告』前までに行って下さい。

※1
※2

※3

※4
※5
※6

分筆

書類審査 （建築安全課）

（関係各課）

本申請※3,4

※本申請より概ね10日

（建築安全課）
（関係各課）

完了検査依頼

道路位置指定申請に係る手続きフロー

事前相談

相談票※1

調査・回答 （建築安全課）

関係各課
事前協議

事前協議申請※2

書類訂正

関係各課事前協議完了報告

事前協議結果通知
（着工承認）

（建築安全課）

（建築安全課）

中間検査依頼

中間検査実施

書類審査

工事着工
(関係権利者に承諾)

書類訂正
本申請

中間検査

完了検査

（建築安全課）
（関係各課）
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指定・公告

指定通知書
交付

指定・公告※6 （建築安全課）

道路位置指定
通知書交付

（建築安全課）受　領

完了検査実施※5

事業者 川口市



道路指定の変更（廃止）申請に係る手続きフロー

事前相談（相談票）

調査・回答

事前協議
(関係各課協議）

事前協議申請

改善措置

本申請提出

審査・決裁

審査・指導・助言
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位置指定廃止

注意事項
※道路位置指定の廃止は、廃止後に道路位置指定周囲の建築物が接道要件を満たすことが条件となります
のでご注意下さい。
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（実施基準日　平成３１年４月１日）

川口市建築安全課

川口市

道 路 位 置 指 定 基 準



　　

（２）建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）　令

（３）建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）　規則

（４）川口市建築基準法施行細則（昭和５５年６月２７日規則第２１号）　細則

（実施基準日　平成３１年４月１日）
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　　総　　　則

１　目　　的

　　　この指定基準は、建築基準法、建築基準法施行令、建築基準法施行規則、川口市建築基準法

　　施行細則に基づき指定に係る基準を定めるものである。

２　法令の略称規定

　　　この指定基準において、次の法令は当該各号に定めるとおり略称する。

（１）建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）　法



　　　　　規則第９条の規定による付近見取図は、方位、申請に係る位置指定道路の位置、付近の目

　　　　標、街区及び既存道路等の状況を明確に表示すること。（単なる案内図とは異なる。）

　　（６）位置指定道路及び自動車転回広場の構造図

　　　　　構造図は構造断面図とし、縮尺は１／５０以上で作成し、側溝等及び標示杭の位置、路面

　　　　の構造を図示すること。

　　　　　申請に係る土地の地名地番は、位置の指定を受けようとする道の敷地の地名、地番（地番

　　　　及び号を含む）とする。

　　（４）申請に係る道路の幅員、延長及び面積

　　　　　幅員は各幅員別に記載する。位置指定道路の延長は、各幅員別の合計延長とする。面積は

　　　　各幅員並びに各延長別の合計面積とする。

　　（３）申請に係る土地の地名地番

　　　都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によ

　　（５）付近見取図

（実施基準日　平成３１年４月１日）

所管　建築安全課　建築指導係

　　　　　図面作成者及び申請代理人は、原則として建築士、測量士又は土地家屋調査士等とする。

第１　定義

　　　　本基準において位置指定道路とは、法第４２条第１項第５号に『土地を建築物の敷地として

許　認　可　等　の　内　容
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標準処理期間

３０日間

　法　　令　　名 根　拠　条　項

　　（１）申請者

　　　　　申請者は、位置指定道路を新設、変更又は廃止しようとする者。

道路位置指定

　　　利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大

建 築 基 準 法 第４２条 第１項 第５号

第２　申請図書記載事項

　　　　申請図書記載事項は、次のとおりとする。

　　（２）図面作成者及び申請代理人

　　　らないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁

　　　からその位置の指定を受けたもの』とあり、法第４２条第１項第５号に明記された法令による

　　　ことができずに道を築造する道路とする。



　　　　ク　権利の範囲は、所有権、地上権、賃借権、（根）抵当権、永小作権、地役権、質権、差

　　　　　押債権、先取特権の権利を有する者。（仮登記権利者を含む）

　　　　※　原則、権利者は登記事項証明書の甲区（所有権）及び乙区（所有権以外の権利）の記載

　　　　　柵等を設けて位置指定道路が隣地に接していないことが一見してわかるようにすること。

　　　　　場合は、２５センチメートル以上離隔すること。

　　　　　　なお、この場合においては、全体計画敷地に含むこととし、位置指定道路との間に塀や

　　　　エ　地番号界及び地番号を記載すること。

　　（８）位置指定道路の縦断面図

　　　　　いての承諾をすることができる権限を有する者。

　　　　カ　既存の私道に接続して指定を受ける場合は、その私道の所有権者全員。

　　　　キ　相続関係等については、遺産分割協議書等で明確にされた権利者。

　　　　　　る基準に適合するように管理する者をいう。以下、位置指定道路の管理者という。）

　　　　ウ　権利者が未成年者等の場合は、親権者等。

　　　　エ　公有地については、その管理者。

　　　　オ　令第１４４条の４第１項第１号ロによる公園等に接続する場合は、通り抜けることにつ
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　　　　　事項により判断する。

　　（１１）一般事項

　　　　ア　相続関係を明らかにする場合は承諾書備考欄にその旨を記載すること。

　　　　イ　様式第１２号の申請書及び様式第１３号の承諾欄及び図面のつなぎあわせ目には、原則

　　　　　として、関係権利者全員及び代理人の割印をすること。

　　　　ウ　隣接地の承諾が取れないため、やむを得ず隣地境界線から離して位置指定道路を設ける

　　　　ケ　管理者（申請に係る道路を建築基準法施行令第１４４条の４第１項及び第２項に規定す

　　　　　位置指定道路の縦方向に２．５パーセント以上の高低差が生じることとなる箇所がある場

　　　　合は、高低差、勾配等を図示すること。

　　（９）承諾者欄

　　　　ア　権利別に承諾者の住所、氏名及び承諾年月日を記入し、実印を捺印すること。

　　　　イ　公有地管理者、法廷代理人等のある場合は、これらの資格を権利別欄に記載すること。

　　（１０）　承諾を必要とする関係権利者の範囲

　　　　ア　位置指定道路、当該道路を利用する宅地及び、当該道路に隣接する土地の土地・建物等

　　　　　の権利者。

　　　　イ　共同物件の場合は全権利者。

　　　　カ　ガケ、擁壁又は高低差のある場合は図示すること。

　　　　キ　敷地の区画割を記入し、併せて敷地の各辺の長さを記入すること。

　　　　ク　公道、私道の種別と位置、幅員を記入し、既存の位置指定道路がある場合は、指定年月

　　　　　日、番号、幅員及び延長を明記すること。

　　　　ケ　土地の形態、状況を表すのに必要な表示及び事項、例えば鉄道区域界、池、立木等を記

　　　　　入すること。

　　（７）規則第９条に規定する地籍図

　　　　ア　申請図は凡例に従って作成し、縮尺は１／１００、１／２００又は１／３００とする。

（実施基準日　平成３１年４月１日）

　　　　イ　方位は、付近見取図と一致させること。

　　　　ウ　位置指定道路の位置は起点からの距離を表すこと。

　　　　オ　既存建築物及び工作物の配置を記載すること。
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　　　　角をはさむ辺の長さ１メートルの二等辺三角形の部分を位置指定道路に含むすみ切りとして

　　　　設けるとき。

　　　エ　土地の形状上、物理的に両側にすみ切を設けることができない土地において、位置指定道

　　　　路が接続する既存道路に１メートル以上の歩道がある場合は、角地の隅角をはさむ辺の長さ

　　　　２メートルの二等辺三角形の部分を位置指定道路に含む片側すみ切りとして設けるとき。

　　　ア　土地の形状上、物理的に両側にすみ切を設けることができず、片側のみに設ける場合にお

　　　　いて角地の隅角をはさむ辺の長さ３メートルの二等辺三角形の部分を位置指定道路に含む片

　　　　側すみ切りを設けるとき。

　　　イ　位置指定道路が接続する既存道路に２メートル以上の歩道がある場合は、すみ切りを不要

　　　　とすることができる。

　　　ウ　位置指定道路が接続する既存道路に１メートル以上の歩道がある場合は、両側に角地の隅

　（２）角地の隅角が６０度以下で交差する箇所は、せん除長を２メートル以上とすること。

　（３）位置指定道路が水路をはさんで道路に接続する場合は、すみ切りを設けた場合と同等以上の

　　　長さを含む有効な幅員を有する水路占用を受けること。

　（４）令第１４４条の４第１項第２号ただし書きにおいて規定されている周囲の状況によりやむを

　　　得ないと認め、又はその必要がないと認める場合については次のアからエとする。ただし、可

　　　能な限り視距の確保に努めること。

　（５）位置指定道路の延長は、隅切り部を含む間口の幅以上とすること。ただし、既存の私道から

　　　延伸し、新たに位置の指定を受けようとする場合は幅員以上とする。

　４　位置指定道路のすみ切等

　（１）角地の隅角をはさむ辺の長さ２メートルの二等辺三角形の部分を位置指定道路に含むすみ切

　　　を両側に設けること。

　　　めの延長起算には水路部分を含めるものとする。

　（３）延長の起点は、接続先道路との境界線から測定すること。接続先道路が法第４２条第２項の

　　　場合は、後退線を境界線とみなす。

　（４）令１４４条の４第１項第１号ロにおいて規定されている公園、広場その他これらに類するも

　　　ので自動車の転回に支障がないものとは、いつでも自由に自動車を転回することができ、将来

　　　ともその状態が継続する公的空間とする。

　（３）法第４２条の道路でない道を含めて指定を受けようとするときは、事前にその管理者と協議

　　　すること。

　３　位置指定道路の延長の算定

　（１）位置指定道路の延長は、その道路の中心線の長さの合計とすること。

　（２）水路をまたぐ場合の延長は、水路部分を含まないものとする。ただし、転回広場を設けるた

　（１）位置指定道路は、法第４２条第１項第１号から第３号又は第５号に規定する幅員４メートル

　　　以上の道路（以下「道路」という。）及び第４２条第２項に接続していること。

　２　位置指定道路の幅員

　（１）位置指定道路の幅員は、４メートル以上とすること。

　（２）位置指定道路の幅員は、位置指定道路の中心線に対し直角に測定すること。

（実施基準日　平成３１年４月１日）

第３　位置指定道路に関する基準

　　　　位置指定道路は、令第１４４条の４の基準によるほか、次に定める基準により配置設計を行

　　　うこと。

　１　位置指定道路の接続先道路
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　　　メートル以上又はこれと同等以上とし、路盤は上層路盤を粒調砕石１００ミリメートル以上、

　　　うるＵ字型側溝又はＬ字型側溝を布設し、終端は縁石等で明確にすること。

　　　る道路側溝あるいは排水路については、関係各課の協議に従い施工すること。

９　自動車転回広場

１２　都市計画施設の区域内等における制限

　（１）都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において位置指定道路を計画する場合

　　　は、関係各課と協議すること。

　　　む）を分筆すること。

１１　工事の検査

　（１）位置指定道路の路盤完了時に必要に応じ中間検査を受けること。

　（２）位置指定道路の工事が完了したときは、完了検査を受けること。

　　　大臣が定める自動車転回広場に関する基準（昭和４５年１２月２８日建設省告示第１８３７号）

　　　に基づき配置すること。

１０　道路等の分筆及び地目変更

　（１）位置指定道路（自動車転回広場含む）及び接続先道路の後退部分（拡幅道路の後退部分を含

　（２）石杭、側溝等で境界を明確にし、位置指定道路と一体の構造で整備すること。

　（２）地目を「公衆用道路」に変更すること。

　　　表示すること。

　（３）幅員が６メートル未満の位置指定道路内に電柱等を設置しないこと。

　（１）自動車転回広場は、建築基準法施行令第１４４条の４第１項第１号ハの規定により国土交通

７　給水施設及び消防水利施設

　（１）給水施設及び消防水利施設については、それぞれ関係各課と協議すること。

８　位置指定道路の付属物等

　（１）位置指定道路及びその付近の通行に安全上支障がある場合は、防護柵を設置する等適切な処

　　　置を講じること。　　

　　　原則として位置指定道路の両端に配置し、接続する前面道路の構造に合わせ車両の通行に耐え

６　排水施設

　（１）公共下水道供用区域内における位置指定道路の排水施設については、関係各課の協議に従い

　（２）位置指定道路の境界及び屈折点（曲線）並びに利用宅地については、石杭等をもって明確に

　　　施工すること。

　（２）公共下水道供用区域外における位置指定道路は、原則両端に側溝を設け放流し、放流先であ

　（３）上記に定めるほか、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適切な下水管、下水溝又は

　　　ためますその他これらに類する施設を設けること。

（実施基準日　平成３１年４月１日）

５　位置指定道路の構造

　（１）令第１４４条の４第１項第３号において規定されている通り、砂利敷その他ぬかるみとなら

　　　ない構造であること。その他ぬかるみとならない構造とは、表層をアスファルト舗装５０ミリ

　　　下層路盤を切込砕石１５０ミリメートル以上としたものを標準とする。

　（２）令第１４４条の４第１項第５号において規定されている、必要な側溝、街渠その他の施設は
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　　（４）廃止により路地状敷地が生ずる場合は、路地状部分の土地の使用関係を明確にすること。

　　　　口の幅を下回ることはできない。

１４　その他

　　　この基準は、平成１２年　４月１日から施行する。

　　　この基準は、平成３１年　４月１日から施行する。（一部改正）

　　（５）廃止及び一部廃止並びに変更を行う場合は、新設する場合と同様に関係権利者の承諾を必

　　　　要とする。

 附　則

　　　この基準は、平成１５年１０月１日から施行する。

　　　この基準は、平成３０年　４月１日から施行する。（改正）

　　（６）位置指定道路の延長を短くする場合は、残る位置指定道路の延長は当該位置指定道路の間

　　（７）廃止・変更の手続は、原則として新設の手続を準用する。

　　この基準によりがたいもの又はこの基準に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるも

　のとする。

（実施基準日　平成３１年４月１日）

１３　廃止・変更

　　（１）廃止及び変更後は、法、令、規則等に適合すること。

　　（２）通り抜け道路の一部廃止は、原則として認めない。

　　（３）道路の幅員を一部だけ変更することは、原則として認めない。

　　　　又、借地の場合は、建築敷地としての使用承諾を得ること。
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事 務 の 名 称 根 拠 法 令 標準処理期間 備　　　　　　考

道路位置指定 法第４２条第１項第５号 ３０日

３　道の位置の指定に係る許認可等について、特別な理由により標準処理期間を著しく超えることが

　予測される場合は、必要に応じてその理由等を申請者に通知するものとする。

　　この場合において、次の各号に掲げる日数は、標準処理期間に算入しないものとする。

　　（１）申請書等の不備により申請者との照復に要する日数

　　（２）協議に要する日数

　　（３）川口市の休日を定める条例（平成元年条例第５５号）第１条第１項に規定する休日の日数

　　（４）工事に要する日数

（実施基準日　平成３１年４月１日）

道　路　位　置　指　定　に　係　る　標　準　処　理　期　間

２　標準処理期間の算定方法

　　前記１の標準処理期間は、申請書を受け付けた日の翌日から起算して、許認可等の文書を発送す

　る日までの日数とする。

１　標準処理期間

　　次の表に掲げる許認可等に係る事務は、同表標準処理期間の欄に定める日数の範囲内で、迅速か

　つ適正に処理するように努めなければならない。



　　　ください。

　　　に本申請された場合は、ご希望の検査日時に添えない場合があります。

　　・届出書の提出はありません。

（７）道路位置指定の廃止について

　　・中間検査は、必要に応じて受けて下さい。中間検査の有無は、『関係各課事前協議』

　　・中間検査を受けない場合は、完了検査時に路盤の状況等が分かる工事写真を提出して

　　・主な検査項目は、位置指定道路幅員、延長、隅切、構造、排水施設等の確認です。
　　・上記の検査項目の他、関係各課が所管する事項を確認します。

　　・本申請後、審査担当者と日程調整し、検査を受けて下さい。

　　　の手続きにおける『道路位置指定に関する協議書』にて確認して下さい。

　　・中間検査又は完了検査は、本申請後概ね１０日後に実施します。

（８）指定・公告について
　　・完了検査及び指定道路部分の地目変更確認後に指定の公告を行い、指定通知書の

　　・道路位置指定に接している全員の同意（所有者、関係権利者）が必要になります。
　　・同意については、実印と印鑑証明書が必要になります。

（６）計画の変更について
　　・計画に変更が生じた場合は、速やかに書類の差替えを行って下さい。
　　・関係各課との協議内容が変わる場合は、速やかに再協議を行って下さい。

（３）道路の築造工事等について
　　・事前協議結果通知を受けたら工事に着手して下さい。
　　・近隣の方に迷惑がかからないよう、工事を行って下さい。
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　　・本申請までに指定道路部分の分筆を行って下さい。

（４）本申請（道路位置指定申請）について
　　・本申請は、中間検査又は完了検査の概ね１０日前までに申請して下さい。検査の直前

　　・建築基準法に基づく工作物（擁壁）の確認申請が必要な場合は、本申請までに確認済
　　　証の交付を受けて下さい。

（５）中間検査・完了検査について

　　　交付となります。

道路位置指定手続きについて

（１）相談票について
　　・計画地及び周辺の道路・排水の公共施設の状況、造成等の有無について、調査を行い
　　　ますので、予め相談票の提出をお願いします。

（２）事前協議申請書について
　　・道路の位置の指定を受けようとする場合は、本申請に先立ち「道路位置指定事前協議
　　　申請書」の提出が必要になります。
　　・関係各課との協議後の『道路位置指定に関する協議書』にて、中間検査の有無を確認
　　　して下さい。



　⑦　道路または水路占用許可書の写し

　⑧　道路位置図（様式第１３号：Ａ２版とし承諾者が実印押印したもの）

　⑨　添付図面（表－１のとおり）　※Ｐ１４、Ｐ１５参照

　⑩　仮換地図・仮換地証明・底地証明（土地区画整理事業施行地区内の場合）

　⑪　その他、市長が必要と認める書類

(1)事前協議申請書 　事前協議に必要な書類は、次のとおりとする。

申請書・通知書

(2)道路位置指定

　⑧　仮換地図・仮換地証明・底地証明（土地区画整理事業施行地区内の場合）

　⑨　その他、市長が必要と認める書類

　　（提出部数は正・副各１部とし、書類等は、事前申請で使用した補正完了

　①　道路位置指定事前協議申請書　※Ｐ３９参照

　②　委任状

　④　道路予定地及び当該道路予定地に接する土地の公図の写し

　⑤　道路状の敷地及び当該道路状の敷地に接する土地の登記事項証明書(原本)

　②　道路位置指定通知書（副）（様式第１４号）

　④　道路状の敷地及び当該道路状の敷地に接する土地の公図の写し(原本)

　③　委任状

　⑥　様式第１２号の申請書に承諾した者の印鑑証明書

　　　※④⑤は分筆後のもの

　道路位置指定申請に必要な書類は、次のとおりとする。

　　済のものを使用可能）

　⑤　道路予定地及び当該道路予定地に接する土地の登記事項証明書

　⑥　道路予定地及び当該道路予定地に接する土地にある建物の登記事項証明

　　書

　⑦　道路位置図（様式第１３号：記載内容チェック用、Ａ３版可で押印不要

　　とする）

(本申請）

道路位置指定申請に必要な書類と記載事項について

　　（提出部数：正・副各１部及び協議先必要部数）
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　③　添付図面（表－１のとおり）　※Ｐ１４、Ｐ１５参照

　①　道路位置指定申請書（正）（様式第１２号）



　　もの）

　⑥　添付図面（表－１の１、２、３）　※Ｐ１４参照

　⑧　仮換地図・仮換地証明・底地証明（土地区画整理事業施行地区内の場合）

　⑨　その他、市長が必要と認める書類

　①　道路指定の変更（廃止）申請書（正）（様式第１５号）

　②　道路指定の変更（廃止）通知書（副）（様式第１６号）

　③　委任状

　④　様式第１５号の申請書に承諾した者の印鑑証明書

　⑦　廃止後の土地利用計画図

　⑤　道路位置図（廃止）（様式第１３号：Ａ２版とし承諾者が実印押印した

(2)道路位置指定 　道路位置指定申請変更（廃止）に必要な書類は、次のとおりとする。

　変更（廃止）申請書 　　（提出部数は正・副各１部とし、書類等は、事前申請で使用した補正完了

　　済のものを使用可能）　　・通知書

　④　道路位置指定及び当該道路に接する土地の公図の写し

　⑤　道路位置指定及び当該道路に接する土地の登記事項証明書

　⑥　道路位置指定及び当該道路に接する土地にある建物の登記事項証明

　　書

　⑦　道路位置図（廃止）（様式第１３号：記載内容チェック用、Ａ３可で押

　　印不要とする）
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道路位置指定変更（廃止）申請に必要な書類と記載事項について

(1)事前協議申請書 　事前協議に必要な書類は、次のとおりとする。

　　（提出部数：正・副各１部及び協議先必要部数）

　①　道路位置指定事前協議申請書（《廃止》と追記）　

　②　委任状

　③　添付図面（表－１の１、２、３）　※Ｐ１４参照

　⑧　仮換地図・仮換地証明・底地証明（土地区画整理事業施行地区内の場合）

　⑨　その他、市長が必要と認める書類



記　　　載　　　事　　　項 備　　考

Ⅰ　方位
Ⅱ　道路の位置
Ⅲ　目標となる建物等

表－１（添付図面）

1
位　置　図
（案内図）

1
2,500
程度

№ 名　　　称 標準縮尺

２
500(600)

1
Ⅰ　方位
Ⅱ　道路及び計画敷地を赤線で記入

公　　　図

Ⅰ　方位

Ⅴ　既存道路の位置、幅員、種別

計画敷地及び周辺
の地番が表示され
たもの

実測に基づくもの

Ⅵ　既存排水施設の位置、形状

Ⅱ　道路面積 り捨て、２まで表
Ⅲ　利用宅地の区画面積

Ⅷ　隣接建物の位置
以上

1

３
1
200現　況　図

合わせること

Ⅱ　道路計画敷地の境界
Ⅲ　高低差
Ⅳ　指定を受けようとする道路の位置

Ⅱ　計画区域の境界

４
求積図及び

求積表

Ⅰ　土地利用全体面積 小数点３位以下切
200

指定を受ける道路
部分は、赤線で囲

示

1
既存道路の構造と

Ⅲ　指定を受けようとする道路の位置、

以上

　形状、勾配、幅員、延長、計画高

Ⅳ　その他(道路後退部分等) 単位：㎡以上

Ⅰ　方位

200

　置並びにそれらの排水流末の処理方
　方
Ⅷ　切土及び盛土

んでください

Ⅳ　計画区域内の宅地割、地盤高、擁
　壁の位置及びその構造
Ⅴ　計画区域内及び周辺の既存道路の
　位置及び種別・幅員（都市計画決定

側溝等については
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Ⅸ　既存建物及び予定建築物の用途・
　位置
Ⅹ　既存及び新設の電柱位置
XI　縦横段面線の符号

５

土地利用計画図

給水施設計画図

排水施設計画図

　した計画道路を含む）
Ⅵ　計画区域周辺の地形
Ⅶ　計画区域内の側溝及び下水管の位



Ⅲ　既存道路の新旧の側溝等20

構　造　図

上層路盤100mm以上
下層路盤150mm以上
を標準とする

1

以上とし、組成は
表層　　 50mm以上

№ 名　　　称 標準縮尺 記　　　載　　　事　　　項 備　　考

Ⅱ　既存道路の歩車道の状況

６

Ⅰ　既存及び新設道路の高低差

Ⅳ　既存道路と新設道路の舗装の取合

1 Ⅰ　道路、排水施設及び付帯施設の構
50 　造(ブロック・フェンス・マス等)

８ 道路組成図

Ⅰ　路盤及び表層の厚さ・材質 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装と同等
Ⅱ　側溝等の規格及び材質

以上

７

公道取付

平面図

縦断図 以上 　い
Ⅴ　既存道路の舗装等の復旧範囲

1
50 Ⅲ　横断勾配

Ⅳ　埋設管等の位置及び深さ
以上
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　・　個人、法人に係わらず真正な権利者の押印であることを確認するため、承諾に

　　係る印は実印とし、印鑑証明書を必ず添付するものとする。

　　（代理人等は、戸籍謄本等により確認します。）

　・　関係権利者を確認のための登記事項証明書等は、可能な限り最新のものを添付

　　すること。（原則として６か月以内）

(3)承諾書の様

式

　・　細則様式第１２号、第１３号、第１４号、第１５号、第１６号による。

　・　権利者が未成年者等の場合には、民法で定められた代理人等の同意が必要です。

　　全員の承諾

　Ⅶ．相続関係等については、法定相続人を文書等で明確にし、権利者の承諾

　Ⅷ．権利の範囲は、所有権、地上権、賃借権、（根）抵当権、永小作権、地役権、

　　質権、差押債権、先取得権の権利を有する者（仮登記権利者を含む）

　※　権利者は登記事項証明書の甲区（所有権）及び乙区（所有権以外の権利）の記

　　載事項で判断します。

　Ⅸ．位置指定道路の管理者

関係権利者の同意について

(1)意　　義 　　道路の位置の指定を受けた場合、当該道路敷については、道路としての性格上、

　建築物等を築造することができず（法第４４条及び第４５条）、私有地に重大な権

　利の制限が課せられることになります。

　　とについての承諾をすることができる権限を有する者の承諾

　　そこで、道路の位置の指定申請にあたっては、「指定を受けようとする道路の敷

　地となる土地及び隣接地の所有者及び抵当権者、又はその土地にある建築物もしく

　は工作物に関して権利を有する者の承諾書」が必要になります。
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の範囲

(4)印鑑証明書

　　の権利者

等

　・　承諾書を必要とする関係権利者の範囲は、次に掲げるものとする。

　Ⅵ．既存の私道に接続して指定を受ける場合は、その道路の土地所有権者

　Ⅴ．令第１４４条の４第１項第１号ロによる公園等に接続する場合は通り抜けるこ

　Ⅰ．指定を受けようとする道路となる土地（以下「位置指定道路」という。）と合

　　わせて、当該道路を利用する宅地及び、当該道路に隣接する土地の土地・建物等

(2)関係権利者

　Ⅱ．共同物件の場合は全権利者

　Ⅲ．権利者が未成年者等の場合は、親権者等の承諾



　※　法第４３条第２項第１号及び第２号による通路を接続先道路とする

　　ことはできない。

及び形態

道路位置指定基準の解釈について

　　　令第１４４条の４の基準によるほか、次に定める基準により配置・設計を

(2)宅地の規模

(5)その他 　・　相続関係を明らかにする場合は、承諾書備考欄にその旨を記載すること。

　・　隣接地の承諾が取れないため、やむを得ず隣接地境界線から離して位置指定道

　　路を設ける場合は、当該隣接地境界線より２５センチメートル以上離し計画する

　　載すること。

　　に及ばない軽微な訂正については、代理人において可能とする。

　　こと。

　　　なお、この場合には、位置指定道路と隣接地との間に塀、柵等を設けて位置指

　　定道路が隣接地に接していないことが、一見してわかるようにすること。

　　　また、誓約地、除外地の表記及び位置指定道路との区画表記について明確に記

　・　前項『（2）関係権利者の範囲』に示した権利関係に関する記載事項について

　　訂正を行う場合は、その部分の権利者の訂正印を必要とする。ただし、権利関係

(1)接続先道路

の性格

　・　位置指定道路により、既存の建築物が法に抵触しないこと。

　　行うものとする。

　・　接続先道路が公道の場合は、官民境界を確定させること。

　・　接続先道路が公道で、後退を要する場合は、後退部分は原則寄付採納を行う

　　　こと。
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　　　　４．０メートル以上を確保すること。

(3)位置指定道

路の形態

　ア　幅員
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【標準横断面図】

　・　位置指定道路の幅員は、有効で４.０メ－トル以上確保し、接続する前面道路

　　の構の形態造に合わせ次のとおり整備することを標準とする。

　　　※　位置指定道路の幅員は、道路の中心線に対し、直角に測定し、有効幅員

　イ　接続先 　・　位置指定道路は、原則として両端が法第４２条第１項（第４号を除く）又は

　　道路 　　第２項の道路に接続すること。

　　

      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(横断勾配2％以内）

                   指定幅員　4.0ｍ以上

指定幅員　4.0ｍ以上

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(横断勾配2％以内）

位置指定道路（通り抜け道路）

接
続
先
道
路

法第４２条第１項の道路（４号を除く）

接
続
先
道
路

2項道路の道路後退線



∴指定延長　Ｌ＝延長ａ＋延長ｂ
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　ウ　延長の

測り方

∴指定延長　Ｌ＝道路中心間の長さ

　・　位置指定道路の延長は、その道路の中心線の長さを合計したものとする。

　　Ⅰ．道路の幅員が同一の場合

　　Ⅱ．道路の幅員が同一で複数の道路が接続する場合

接
続
先
道
路

指定延長 Ｌ

幅員 Ｗ

幅員 Ｗ

接続先道路

接続先道路

接続先道路

接
続
先
道
路

延
長
ａ

延長ｂ幅員ｗ

幅員ｗ
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∴指定延長　Ｌ＝延長ａ＋延長ｂ

幅員ｗ１　＞　幅員ｗ２　　　　　

　　Ⅲ．道路の幅員が異なる場合

　　Ⅳ．自動車転回広場のある場合

∴指定延長　Ｌ＝延長ａ

　　　　　　　　　接続先道路

幅員ｗ2

幅員ｗ1

接
続
先

道
路

延
長
ａ

延長ｂ

接
続
先
道
路

幅員ｗ

延長 ａ

自動車転回広場



∴指定延長　Ｌ＝延長ｃ

　　Ⅵ．接続先道路が法第４２条第２項の場合

　　　※　水路占用許可等については、河川課との協議すること。
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　　Ⅴ．水路に橋等を架ける場合

∴指定延長　Ｌ＝延長ａ

　　　※　後退方法については、建築安全課及び道路維持課（公道の場合に限る）と

　　　　　協議すること。

ａ＝４ｍ未満

ｂ＝２ｍ（中心後退）

幅員ｗ

接続先道路

水 路

水路占用部分

延
長
ａ

a

    b

幅員ｗ

法第４２条第２項の道路

２項道路の後退線

延
長
ｃ

接続先道路が公道の

場合、後退部分は原

則、市に寄付採納し

てください
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　　Ⅶ．間口の幅以上又は既存幅員以上とする場合

∴指定延長　Ｌ＝延長ａ＞（両隅：2ｍ＋幅員ｗ＋2ｍ以上）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （片隅：3ｍ＋幅員ｗ以上）

∴指定延長　Ｌ＝延長ａ＞既存指定幅員ｗ

幅員ｗ

接続先道路

延
長
ａ

2(3) 2(3)

幅員ｗ

接続先道路

延
長
ａ



① ②
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　エ　隅切り

の構造

　Ⅰ．両側隅切り Ⅱ．屈曲する場合

　Ⅲ．屈曲する場合 Ⅳ．両側隅切りにすることが

 不可能な場合

　Ⅴ．接続先道路の歩道幅員が１ｍ以上ある場合

　・　位置指定道路が同一平面で交差し、もしくは接続し又は屈曲する場合には、

　　隅切りを次の基準に基づき設置すること。

　Ⅵ．接続先道路の歩道幅員が２ｍ以上ある場合

２ｍ

２ｍ

位置指定道路

２ｍ

位置指定道路

歩道

２ｍ以上

車道

位置指定道路

歩
道

2ｍ

2ｍ

1ｍ

1ｍ

位置指定道路

1ｍ

1ｍ

歩
道
1ｍ

位置指定道路

２ｍ

２ｍ

位置指定道路

３ｍ

３ｍ

a

60度以下

位置指定

道路

a＝せん除長を２ｍ以上



　　　状道路に接続する道にあっては、既存の袋路状道路の延長を含む。）には、

【自動車転回広場の設置】

　カ　自動車

転回広場の免

除

　・　自動車転回広場は、次の基準に適合する場合は設置不要とする。

　　Ⅰ．位置指定道路の幅員が６メートル以上の場合
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　　　終端及び区間３５メートル以内ごとに自動車転回広場を設けなければならな

　　　い。

※　自動車転回広場の規模等はＰ３０以降を参照

　オ　自動車 　・　自動車転回広場は、建設省告示第１８３７号に基づき設置するものとする。

転回広場の設 　　　位置指定道路が袋路状道路となる場合（既存の幅員６メートル未満の袋路

置

接
続
先
道
路

幅員ｗ

３５ｍ以内 ３５ｍ以内

自動車転回広場

幅員６ｍ以上

制限無し

接
続
先
道
路



　　　② ａ部分が５.０ｍ以上

　　Ⅲ．上記Ⅰ及びⅡに該当しない場合の延長(総計)の基点はＱとする。
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　　　③ ｂ部分が５.０ｍ以上

　　　④ ｂ部分を使って自動車の転回ができる状況

　　Ⅱ．道Ａにおけるａ部分がなく、①～④のすべてを満たす場合は、延長

　　　　(総計)はアの区間を免除し、基点はＰとする。

　　　① 道Ａが法の道路(私道を除く)であり、自動車の通行に支障がない

　　　② 道Ｂが法の取扱いがある道(私道は除く)であり、自動車の通行に支障がない

　　　同号ホ「特定行政庁が周囲の状況により、避難及び通行の安全上支障がな

　　　いと認めた場合」として、次の基準に該当する場合は、自動車転回広場の

　　Ⅰ．①～③のすべてを満たす場合は、延長(総計)はア及びイの区間を免除し、

　　　　基点はＭとする。

　　　③ ａ部分を使って自動車の転回ができる状況

　　　① 道Ａが法の道路(私道を除く)であり、自動車の通行に支障がない

　　　※延長とは接続先の袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を

　　　　含んだものであり、以下、延長（総計）という。

　キ　自動車 　・　令第１４４条の４第１項第１号イ及びハの規定により、位置指定道路が既

転回広場の減 　　　存の幅員６メートル未満の袋路状道路に接続し、延長が３５メートルを超

免 　　　える場合は、接続先となる既存の道路にも自動車転回広場が必要となるが

　　　設置を減免することができる。

【自動車転回広場の減免】



　　　ること。

　　　にすること。側溝の形態は接続先道路の構造に合わせＵ字型側溝又はL字型側

　　Ⅶ．道路が宅地等より高い場合は、指定される幅員外に原則としてガ－ドレ－

　　　ル等の安全施設を設けること。

　　　溝で施工すること。

　　Ⅳ．縦断勾配は１２パーセント以下とし、原則として、階段状でないこと。ただ

　　　し、８パーセント以上の場合はすべり止め舗装を施工すること。

　　Ⅴ．横断勾配は２パーセント以内とすること。

　　Ⅵ．盛土その他軟弱な地盤に設けられ、通行上支障を来たす恐れのある場合は、
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　・　位置指定道路の構造は、次の構造を標準とする。

　　　込砕石１５０ミリメ－トル以上とすること。

　　Ⅲ．位置指定道路の両側に側溝を設け、終端部は側溝又は縁石等で位置を明確

(4)位置指定道

路の構造 　　Ⅰ．舗装は、アスファルト舗装５０ミリメ－トル以上又はこれと同等以上とす

　　Ⅱ．路盤は、上層路盤を粒調砕石１００ミリメ－トル以上とし、下層路盤を切

　　　十分に転圧等を行い、強固な地盤にしてから舗装工事をすること。

4.0m以上 4.0m以上

Ｕ 字 型 側 溝 L 字 型 側 溝

密粒度アスコン(50以上）

粒調砕石30-0(100以上）

切込砕石40-0(150以上）

密粒度アスコン(50以上）

粒調砕石30-0(100以上）

切込砕石40-0(150以上）



　②　合流区域

　　　詳細について、下水道維持課と協議すること。

　　　のとし、放流先である接続先道路等の側溝あるいは排水路については、公共
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(5)排水施設 　・　排水施設は、次の基準のとおり施工すること。

　　Ⅰ．公共下水道供用区域内における位置指定道路の排水については、分流区域

　　　及び合流区域にかかわらず、接続方法、技術上の基準、施工方法及び構造の

　　Ⅱ．その他の区域における位置指定道路は両端にＵ字型側溝を設け放流するも

　　　施設管理者と協議すること。

　　Ⅲ．排水施設計画の例

　①　分流区域



　　Ⅰ．土地利用区域（位置指定道路部分と利用宅地部分）の分筆

　　Ⅱ．位置指定道路が接続する道路の後退部分及び道路拡幅部分の分筆

　　Ⅲ．位置指定道路及び自動車転回広場の分筆

　・　上水道施設については、上水道維持課と協議すること。

　　　　用（市指定）蓋を設置しないこと。

地目の変更

　・　申請手続きの流れにそって、土地の分筆及び地目変更を次のとおり行うこと。

　　Ⅳ．位置指定道路及び自動車転回広場の部分の地目を公衆用道路に変更

　・　消防ポンプ車等の進入については、消防活動上支障のないように道路幅員を

　　確保すること。また、障害物のないような道路構造とすること。

(7)消防ポンプ 　・　消防水利については、消防局警防課と協議すること。

　③　その他の区域

　　注２：位置指定道路内の排水設備は、市において維持管理を行わないため、公

　　注１：位置指定道路を計画する場合は、事前に公共下水道管の深さ、管径、流

　　　　水方向等の現地調査を十分に行い計画すること。　　　　

　　注３：排水管を側溝に接続する箇所は、側溝の底部より１００ミリメ－トル以
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(8)給電施設 　・　給電施設については、一般電気事業者と協議すること。

　・　幅員が６メ－トル未満の位置指定道路内には電柱を設置しないこと。

(9)分筆及び

　　　　上離隔し、接続箇所の側溝蓋はグレーチング蓋を設置すること。

(6)上水道施設

　・　位置指定道路の路盤完了時までに配管等の埋設を完了していること。

車の進入等



　　　て行う。）

　　文化財保護法について、文化財課と協議すること。

保護

置の表示及び

維持管理

　　の記録及び保存を図るため、位置指定道路の計画段階で事業内容等を確認し、

　　Ⅴ．道路の位置の指定をする場合と同様に関係権利者の同意（Ｐ１６、１７）

　　　を必要とする。

(13)文化財の 　・　文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第５７条に規定する埋蔵文化財

(12)廃止・変

更

　　Ⅰ．法の規定に抵触する場合は不可とする。

(10)工事の着

工及び検査

　・　申請及び工事の進行に応じて、下記の検査を受けること。

　　Ⅰ．事前協議結果通知後に道路築造工事を行い、申請図書に基づく道路幅員、

　　　延長、構造、排水施設敷設状況等を確認するための中間検査。（必要に応じ

　　Ⅱ．本申請による書類審査完了後に、利用宅地と道路形状及び各寸法等を確認

　　Ⅲ．上記の道路の権利を移転する場合には、移転を受ける者に維持管理につい

　　　て継承すること。

　　　するための完了検査。

(11)道路の位 　　Ⅰ．位置表示は、コンクリ－トその他の耐水材料でつくられている側溝、縁石

　　　（終端部のみ）、石杭（屈曲部分）で行うこと。

　　Ⅱ．道路の位置の指定を受けた者は、その道路について、常に適正な状態を保

　　　つよう維持管理を行うこと。

(14)ゴミ置場

を設置する場

合

　・　ゴミ置場を設置する場合は、収集業務課と協議を行うこと。
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　　Ⅱ．通り抜け道路の一部廃止は、原則として不可とする。

　　Ⅲ．道路の幅員を一部だけ変更することは、原則として不可とする。

　　Ⅳ．廃止により路地状敷地が生ずる場合は、路地状部分の土地の使用関係を明

　　　確にすること。又、借地の場合は建築敷地としての使用承諾を得ること。



増　　　　設

参考資料

（１）道に関する基準

　令第１４４条の４　法第４２条第１項第５号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げる

ものとする。

　１　両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のイからホまでの一に該当する場合に

　　おいては、袋路状道路（その一端のみが他の道路に接続したものをいう。以下この条において同

　ア　□型の場合

　　ロ　終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続してい

　　　る場合

　　ハ　延長が３５ｍを超える場合で、終端及び区間３５ｍ以内ごとに国土交通大臣の定める基準に

　　　適合する自動車の転回広場が設けられている場合

　　じ。）とすることができる。

　　イ　延長（既存の幅員６ｍ未満の袋路状道路に接続する道にあっては、当該袋路状道路が他の道

　　　路に接続するまでの部分の延長を含む。ハにおいて同じ。）が３５ｍ以下の場合

新　　　　設

　　ニ　幅員が６ｍ以上の場合

　　ホ　イからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障が

　　　ないと認めた場合

（２）自動車転回広場の大きさ

　自動車の大きさ・・・・・道路運送車両法施行規則別表第１に規定する小型四輪自動車の大きさ、

幅１．７メートル以下、長さ４．７メートル以下。

　（ア）　２台停車　　間口６メートル以上として面積４０平方メートル以下とする。

　（イ）　１台停車　　間口４メートル以上として面積３０平方メートル以下とする。

　イ　○型の場合

　　　道の中心線を中心点として半径７メートル以上で、面積１６５平方メートル以下とする。

　ウ　隅切りを設けること。（角地の隅角をはさむ辺の長さを１メートルとする。）
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３５ｍ以下 ３５ｍ以下

既存道路

公園、広場

その他これらに類するもの

制限なし

３５ｍ以内３５ｍ以内 ３５ｍ以内

制限なし

６ｍ以上



（３）自動車転回広場の取り付け例、形態

　ア　取り付け例
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３５ｍ以内

３５ｍ以内 ３５ｍ以内

幅員４ｍ

幅員４ｍ

自動車
転回広場

自動車
転回広場

自動車
転回広場

接
　
続
　
先
　
道
　
路
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　（オ）

　イ　自動車転回広場の形態

　（ア） 　（イ）

　（ウ） 　（エ）

６ｍ

６ｍ

４ｍ

１ｍ

１ｍ

１．４ｍ

１．４ｍ
６ｍ

６ｍ

４ｍ

１．４ｍ

６ｍ

６ｍ

４ｍ

１．４ｍ

１ｍ １ｍ４ｍ

４ｍ４ｍ４ｍ

１．４ｍ

１ｍ

１ｍ

６ｍ

４ｍ

４ｍ

４ｍ

４ｍ

１ｍ

１ｍ

７ｍ

４ｍ

５ｍ



　（カ）

　（キ）

　（ク）

　（ケ） 　（コ）
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５ｍ

４ｍ

１ｍ

１ｍ

１ｍ１ｍ

４ｍ

５ｍ

４ｍ

４ｍ

４ｍ

１ｍ

１ｍ

４ｍ

６ｍ

４ｍ

７ｍ

４ｍ

４ｍ

６ｍ

１ｍ

１ｍ１ｍ

４ｍ

５ｍ

５ｍ

４ｍ

３ｍ

１ｍ

１ｍ

４ｍ

４ｍ

６ｍ

１ｍ



生
涯
学
習
部

文化財課

消
防
局

警　防　課
　　048-261-8971

・消防水利について 　警防課

上水道維持課

下水道維持課

・消防車両の進入について 消防局

都
市
整
備
部

各土地区画
整理事務所
及び土地区
画整理組合

・雨水排水について 　　048-258-4132(代表)

・排水について（下水道処理区域内） 水道庁舎１階

・上水道について 水道庁舎１階

　　048-258-4132(代表)

　048-286-2888

区画整理組合推進室

　048-294-2774

　048-284-0100

・排水について 北部土地区画整理事務所

　048-295-1009

里土地区画整理事務所

西部土地区画整理事務所

区画整理課

・都市計画法施行規則第６０条による適合証

・埋蔵文化財について 文化財センター

行区域）について 　048-266-6600

・仮換地について 東部土地区画整理事務所

・公道について

・都市計画法第２９条による開発行為ついて

・都市計画法第５３条申請（区画整理予定区

域）について

・土地区画整理法第７６条申請（区画整理施

鳩ヶ谷庁舎５階　開発審査課

　　048-242-6348

鳩ヶ谷庁舎２階

　　048-280-1207

河　川　課

建
　
設
　
部

都市計画課

みどり課
・生産緑地について

道路維持課

・景観計画について

・都市計画法第５３条申請について

・排水接続について

　　048-280-1213(占用係)

　　048-242-6331

　　048-280-1209

鳩ヶ谷庁舎５階　都市計画課

・地区計画について
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　　048-222-1061

・水路境界確認について

・排水について（下水道処理区域外）

　　048-242-6333

　　048-242-6335

・水路占用について

　　048-242-6332

鳩ヶ谷庁舎３階　みどり課

道路位置指定に関する関係協議先一覧

・道路占用について

庁舎別電話番号(代表)等

・雨水排水について

鳩ヶ谷庁舎１階

　道路維持課

　　048-280-1212(管理係)

　　048-280-1214(補修係)

上
下
水
道
局

都
市
計
画
部

開発審査課

明書について

協　議　先 主　な　協　議　内　容

・駐車施設、計画道路について

　河川課

・官民境界確認及び公道幅員について



　さいたま県土

整備事務所　

　東部土地区画整理事務所 　川口市大字東本郷1060-1 048-284-0100

　文化財センター(文化財課) 　川口市本町1-17-1 048-222-1061

　西部土地区画整理事務所 　川口市大字伊刈200 048-266-6600

　川口市役所　鳩ヶ谷庁舎 　川口市三ツ和1-14-3

　消防局 　川口市芝下2-1-1 048-261-3119

　旧青木環境センター(収集業務課) 　川口市青木3-16-1 048-251-1174

協　議　先　案　内

施　設　名　称 住　　　　　所 電　　　話

　水道庁舎(事業部) 　川口市青木5-13-1 048-258-4132

048-258-1110
(市役所代表)

　川口市役所　第一本庁舎 　川口市青木2-1-1

・国道１２２号線及び県道について

朝日環境センター

リサイクルプラザ２階

　　048-228-5370　

環
　
境
　
部

協　議　先 主　な　協　議　内　容 庁舎別電話番号(代表)等

・家庭系廃棄物保管場所の設置について 旧青木環境センター２階

収集業務課

資源循環課

　　048-251-1174

・事業系廃棄物保管場所の設置について

048-861-2495

　　048-861-2495

　北部土地区画整理事務所 　川口市大字安行492-1 048-295-1009

　里土地区画整理事務所 　川口市大字里331 048-286-2888

農業委員会事務局

・農地の転用について 第一本庁舎５階

　　048-258-7922
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　区画整理組合推進室 　川口市大字久左衛門新田47-1 048-294-2774

　さいたま県土整備事務所 　さいたま市南区沼影2-4-7



道　路　位　置　指　定　書　式　一　覧

№ 書　　　　類　　　　名 内　容 備　考様　式　番　号

１ 　位置指定相談票

２ 　道路位置指定事前協議申請書

３ 　道路位置指定事前協議申請関係説明書

４ 　位置指定道路事前協議書配布一覧表

５ 　道路位置指定に関する協議書

６ 　道路位置指定申請書 細則様式第１２号

７ 　道路位置図（指定・変更・廃止） 細則様式第１３号

８ 　道路位置指定通知書 細則様式第１４号

９ 　道路指定の変更（廃止）申請書 細則様式第１５号

１０ 　道路指定の変更（廃止）通知書 細則様式第１６号

１１ 　申請取り下げ書 細則様式第２３号
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（R1.6.6）
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土地利用の目的
及び相談内容

（出来る限り具体
的かつ簡潔に記載
してください。記
載されていること
以外についてはご
回答できませんの
で、ご注意くださ

い。）

□開発審査課に相談済みである
（相談票Ｎｏ　　　　　　　　　　　　　）

□開発審査課に今後相談予定である

計画建築物の
用途

受付日 　　年 　　月 　　日 受付№　　　　　　　号 　応対者

計画地の
一体性について

※相談内容については第三者（検査機関含む）には回答致しません

事
　
業
　
者 職　業 連絡先

(代表者)

の 注 意 事 項

現 地 調 査 時 　現地立ち入り時の承諾　　□不要　　□要　　氏名

　現地対応者　　　　　　　□無　　　□有　　連絡先

( 代　理　人 )

連　絡　者 会社名

地域　

　川口市

氏　名 連絡先

(書面での回答は致しません)

住　所

氏　名

土 地 の 所 在
( 地 名 地 番 )

面積(実測･公簿)
どちらかに○を記入

㎡　 登記地目
　都市計画法上の用途地域

※受付後、約２～３週間以内に連絡者あて、口頭でのみ回答いたします。

《位置指定相談票》
市

郊

※太枠内に記入してください。

※計画地及び既存宅地等の計画の一体性については、必ず開発審査課に相談票を提出し、

　ご確認ください。

※裏面に記載してある書類を添付して提出してください。
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□７　その他　資料等

□４ (家屋)登記事項証明書（6ヶ月以内）
　※要約書不可。全部事項証明書を添付のこと。コピー可。

□５　土地利用計画図（配置図・区割図等）
　※誓約地を含む計画とする場合は、誓約地を明確に図示してください。

□６　既存建築物の法適合性が確認できる資料
　※既存建築物がある場合、位置指定道路を指定、変更又は廃止することによる道路斜線、建蔽
率、容積率、接道状況等の規定が適法である旨が確認できる資料を添付してください。

相 談 票 添 付 資 料

□１　案 内 図

□２　公　　図　（6ヶ月以内）
　※コピー可。計画地を明確に図示してください。

□３ (土地)登記事項証明書（6ヶ月以内）
　※要約書不可。全部事項証明書を添付のこと。コピー可。
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道 路 位 置 指 定 事 前 協 議 申 請 書

（あて先）　川 口 市 長

申 請 者 住　所

氏　名

電　話

住　所

氏　名

１　道路位置指定区域に含まれる土地の地名地番

２　道路位置指定区域の用途地域、面積

３　予定建築物の用途、区画数

　　　　　　　　年　　　月　　　日

電　話

設 計 者

担 当 者

　　　川口市道路位置指定等に関する協議基準の規定により事前協議をしたいので、関係図書を

　　添付して申請いたします。

記



 

3 公図 １/６００以上 　道路及び計画敷地を明記

　道路、排水及び付帯施設の構造１/５０以上

排水施設計画図 １/２００以上
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１　道路位置指定事前協議申請書に下記の図書を添え、都市計画部建築安全課あて正副各１部（索引

付きのものをファイル綴り）、及び関係協議先の部数を提出してください。

２　埋蔵文化財包蔵地については、文化財課に確認してください。

３　添付図書一覧

1 委任状

2

道 路 位 置 指 定 事 前 協 議 申 請 関 係 説 明 書

№ 添　　付　　図　　書 縮　　　尺 備　　　　　　　　考

案内図 １/２５００

　現況道路幅員（法第４２条各号の別）、

　隣接家屋の位置を明記
4

15

現況図 １/２００以上

求積図及び求積表 １/２００以上 　道路となる土地、利用宅地

12 公図の写し(原本) 　申請地、建物、隣接地

5

6

8

7 給水施設計画図 １/２００以上

土地利用計画図 １/２００以上

道路組成図 １/５０以上

登記事項証明書(原本)

道路位置図
　様式第１３号：記載内容チェック用、
　Ａ３版可で押印不要

11

仮換地図・仮換地証明図・底地証明書

9

10

構造図

公道取り付け平面図・縦断図 １/２０以上

13

16 その他必要書類のあるときは、末尾に添付のこと。

　土地区画整理事業地内の場合

14

　申請地、建物、隣接地



消 防 局 警 防 課

下 水 道 維 持 課

( 文 化 財 セ ン タ ー )

( 上 下 水 道 局 １ Ｆ )

( 上 下 水 道 局 1 Ｆ )

農 業 委 員 会 事 務 局

( 第 一 本 庁 舎 5 Ｆ )

み ど り 課

上 水 道 維 持 課

文 化 財 課

区 画 整 理 組 合 推 進 室
土地区画整理事務所

道 路 位 置 指 定 事 前 協 議 書
配 布 一 覧 表

配　　布　　先 受　領　年　月　日 備　　　　考

河 川 課

　　・　　　・　　

( 鳩 ヶ 谷 庁 舎 1 Ｆ )

　　・　　　・　　
( 鳩 ヶ 谷 庁 舎 5 Ｆ )

( 鳩 ヶ 谷 庁 舎 5 Ｆ )

( 鳩 ヶ 谷 庁 舎 3 Ｆ )

　　・　　　・　　

開 発 審 査 課

都 市 計 画 課

受　領　印

受付印

　　　　年　　　月　　　日　受領

道 路 維 持 課
　　・　　　・　　

　　・　　　・　　

( 鳩 ヶ 谷 庁 舎 1 Ｆ )

　　・　　　・　　

　　・　　　・　　

　　・　　　・　　

　　・　　　・　　

収 集 業 務 課

　　・　　　・　　

( 旧 青 木 環 境 セ ン タ ー 2 Ｆ )

( 朝 日 環 境 セ ン タ ー 2 Ｆ )

　　・　　　・　　

　　・　　　・　　

　　・　　　・　　

　　※関係各課に事前協議書を配布後、すみやかに担当者に提出してください。

資 源 循 環 課

さいたま県土整備事務所
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街 路 事 業 課

( 鳩 ヶ 谷 庁 舎 2 Ｆ )

　　・　　　・　　

　　・　　　・　　

　　・　　　・　　



中間検査　　　有　・　無

中間検査　　　有　・　無

道 路 位 置 指 定 に 関 す る 協 議 書
(Ａ４両面で印刷してください)
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協　議　先 課長印協議年月日協　　　議　　　内　　　容

道 路 維 持 課

河 川 課

道路占用について

官民境界及び公道幅員について

排水について

法２４条申請・掘削規制について

中間検査の有無について（代理者へ返却の際○を記載願います。）

その他

その他

中間検査　　　有　・　無

中間検査の有無について（代理者へ返却の際○を記載願います。）

水路境界及び水路幅員について

開発行為について

中間検査の有無について（代理者へ返却の際○を記載願います。）

開 発 審 査 課

都 市 計 画 課

用途地域・景観・地区計画について

整理事務所
排水について

構想道路・その他

生産緑地について

換地について

　　 　土地区画

区画整理

み ど り 課

公道について組合推進室



農業委員会
事務局
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協　議　先 協　　　議　　　内　　　容 協議年月日 課長印

下 水 道 維 持 課

排水について

中間検査の有無について（代理者へ返却の際○を記載願います。）

上 水 道 維 持 課

給水について

その他

中間検査　　　有　・　無

その他

中間検査　　　有　・　無

中間検査の有無について（代理者へ返却の際○を記載願います。）

埋蔵文化財について

その他

文 化 財 課
( 文化財センター )

資 源 循 環 課

収 集 業 務 課
中間検査の有無について（代理者へ返却の際○を記載願います。）

中間検査　　　有　・　無

消防水利について

その他

消 防 局 警 防 課

さいたま県土
整備事務所

消防車の進入について

街 路 事 業 課



道 路 位 置 指 定 申 請 書

様式第１２号

　建築基準法第４２条第１項第５号の規定による道路の位置の指定を申請します。

　この申請書及び添付図書の記載事項は、事実に相違ありません。

年　　　月　　　日

　（あて先）川口市長

住　所

氏　名

申請者

指 定 を 受 け よ う と

す る 者 住 所 氏 名

㎡ 

図 面 作 成 者

住 所 氏 名

道 路 と し た い

土 地 の 地 名 地 番

申 請 に 係 る
面　積

道 路 の 概 要

代 理 者 住 所 氏 名

電話番号

電話番号

電話番号

幅　員 ｍ 延　長 ｍ 

　　　この申請図書のとおり道路の位置の指定を受けることを承諾します。
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地 番 所有者住所氏名　印
承　諾
年月日

種別 住 所 氏 名 印

所有権以外の権利者 承　諾
年月日

承　諾
年月日

建 築 物 又 は

工作物の所有者

住 所 氏 名 印

㊞ ㊞ ㊞ 

㊞ ㊞ ㊞ 

㊞ ㊞ ㊞ 

㊞ ㊞ ㊞ 

㊞ ㊞ ㊞ 

㊞ 

承　諾
年月日

㊞ ㊞ 

　この申請図書のとおり道路の位置の指定を受けることを承諾し、当該道路を建築基準法施行令
第１４４条の４第１項及び第２項に規定する基準に適合するように管理します。

管理者の
住所及び氏名

手数料欄

　　　　年　　 月　　 日

　　　　　第　　　　　号

指 定 番 号 年 月 日備　考

㊞
電話番号



３　申請の道路の幅員、延長及び面積の単位は、メートル(小数点以下２位まで)とすること。
４　付近見取図、地籍図、道路構造図、自動車転回広場の構造図、公図の写し及び土地に高低さがあ
　る場合は、その断面図を記入すること。
５　道路及び自動車転回広場の構造図には、側溝等及び路面の構造を記入すること。
６　付近見取図と地籍図の方位は、一致させること。
７　隣接境界又は測量の基点から申請道路までの距離を記入すること。

　様式第１３号

(注意)

方 位

道 路 位 置 の 標 識

郡 界

都 市 計 画 路 線

敷 地 界

地 番 界

生 垣

予 定 建 築 物
(用途を記入のこと。)

水 路 及 び 土 揚 敷市 町 村 界

高 圧 線

指定された道路の位置及び建築線
(指定年月日及び番号を記入のこと。)

廃 止 さ れ る 道 路 の 位 置

申 請 す る 道 路 の 位 置

(A2版)

１　承諾者の権利別欄には、申請に係る土地（隣接土地を含む。以下「申請地」という。）、申請地にあ
　る建築物又は工作物の所有者、借地権者その他の権利者及び管理者（申請に係る道路を建築基準法施行

２　図面中に、地番、権利別及び氏名をそれぞれ記入すること。

(用途を記入のこと。)

(構造を記入のこと。)

既 存 建 築 物

既 存 道 路

予 定 す る 道 路 の 位 置

擁 壁

井 戸

主 要 出 入 口

へ い

(自動車転回広場を含む。)

が け

㊞ 

-
4
5
-

㊞ 

※　道路の位置の指定・変更・廃止台帳
告 示 年 月 日 　　　　年　　　月　　　日　 指 定 年 月 日 　　　　年　　　月　　　日　
告 示 番 号 第　　　　　　　　　　号　 指 定 番 号 第　　　　　　　　　　号　

指定(変更・廃止)を受けようとする者の住所氏名

権 利 別 氏　　名地目面積(㎡)
㊞ 

図 面 作 成 者 住 所 ・ 氏 名
測 量 者 住 所 ・ 氏 名

㊞ 

㊞ 

(凡例)

備考

構　造　図

公図の写し

住　　　　　　　　所

道路位置図(指定・変更・廃止)
1　申請に係る土地の地名地番
2　申請に係る道路の幅員、延長及び面積
　　　幅員　　　　　　　　　 メートル

　令第144条の4第1項及び第2項に規定する基準に適合するように管理する者をいう。）の別を記入するこ

承
　
 
諾
　
 
者

付近見取図

地　籍　図

　と。

８　※欄には、記入しないこと。また記入欄が不足する場合には、適宜欄を設けて記載するか又は別紙に
　必要な事項を記入して添付すること。

　　　延長　　　　　　　　　 メートル
　　　面積　　　　　　　 平方メートル
3　利用宅地総面積　　　　平方メートル

㊞ 
㊞ 

縮
　
　
　
尺



印

指 定 を 受 け よ う と

す る 者 住 所 氏 名 電話番号

様式第１４号

道 路 位 置 指 定 通 知 書

　　　　　年　　　月　　　日付けで申請のあった道路位置の指定については、建築基準

　　法第４２条第１項第５号の規定により指定したので通知します。

代 理 者 住 所 氏 名
電話番号

図 面 作 成 者

住 所 氏 名 電話番号

道 路 と な る 土 地 の

地 名 地 番

申 請 に 係 る
幅　員 ｍ 延　長 ｍ 面　積 ㎡ 

道 路 の 概 要

　　　この申請図書のとおり道路の位置の指定を受けることを承諾します。

地 番
承　諾
年月日

所有権以外の権利者 承　諾
年月日

建 築 物 又 は
承　諾
年月日

所有者住所氏名　印 工作物の所有者

種別 住 所 氏 名 印 住 所 氏 名 印

㊞ ㊞ ㊞ 

㊞ ㊞ ㊞ 

㊞ ㊞ 

㊞ ㊞ 

㊞ 
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指定番号　第　　　　　　号

　　　年　　　月　　　日

川　口　市　長

電話番号
申 請 者 住 所 氏 名

備　考

　この申請図書のとおり道路の位置の指定を受けることを承諾し、当該道路を建築基準法施行令
第１４４条の４第１項及び第２項に規定する基準に適合するように管理します。

管理者の
住所及び氏名

承　諾
年月日

㊞ 

㊞
電話番号

㊞ ㊞ 

㊞ 

㊞ ㊞ ㊞ 
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　建築基準法施行細則第１１条第１項の規定により申請します。　

指 定 を 受 け た

年 月 日

備　考 変更(取消)番号年月日

　この申請図書のとおり道路の位置の指定を受けることを承諾し、当該道路を建築基準法施行令
第１４４条の４第１項及び第２項に規定する基準に適合するように管理します。

承　諾
年月日

㊞
電話番号

㊞ 

㊞ 

　　　　　第　　　　　号

　　　　年　　 月　　 日

㊞ ㊞ 

㊞ ㊞ 

㊞ 

㊞ ㊞ ㊞ 

㊞ ㊞ 

㊞ 

㊞ ㊞ ㊞ 

工作物の所有者

種別 住 所 氏 名 印 住 所 氏 名 印

㊞ ㊞ 

㎡ 
道 路 の 概 要

　　　この申請図書のとおり道路の変更（廃止）を承諾します。

地 番
承　諾
年月日

所有権以外の権利者 承　諾
年月日

建 築 物 又 は
承　諾
年月日

所有者住所氏名　印

変更（廃止）したい
幅　員 ｍ 延　長 ｍ 面　積

図 面 作 成 者

住 所 氏 名 電話番号

変更（廃止）したい

道 路 の 地 名 地 番

氏　名

指 定 を 受 け た 者

住 所 氏 名 電話番号

代 理 者 住 所 氏 名
電話番号

管理者の
住所及び氏名

手数料欄

様式第１５号

道路指定の変更（廃止）申請書

　　建築基準法第４２条第　　項第　　号の指定に係る道路を変更（廃止）したいので、川口市

　　この申請書及び添付図書の記載事項は、事実に相違ありません。

年　　　月　　　日

　（あて先）川口市長

住　所

申請者



印

㊞
電話番号

備　考
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　に係る道路指定の変更（廃止）については、当該道路の指定を変更した（取り消した）ので、

変更（取消）番号　第　　　　　　号

㊞ ㊞ ㊞ 

㊞ 

㊞ ㊞ ㊞ 

㊞ ㊞ 

㊞ ㊞ ㊞ 

㊞ 

㊞ ㊞ ㊞ 

所有者住所氏名　印 工作物の所有者

種別 住 所 氏 名 印 住 所 氏 名 印

㊞ ㊞ 

面　積 ㎡ 
道 路 の 概 要

　　　この申請図書のとおり道路の変更（廃止）を承諾します。

地 番
承　諾
年月日

所有権以外の権利者 承　諾
年月日

建 築 物 又 は
承　諾
年月日

図 面 作 成 者

住 所 氏 名 電話番号

変更（廃止）となる

道 路 の 地 名 地 番

変更（廃止）となる
幅　員 ｍ 延　長 ｍ 

電話番号

指 定 を 受 け た 者

住 所 氏 名 電話番号

代 理 者 住 所 氏 名
電話番号

　この申請図書のとおり道路の位置の指定を受けることを承諾し、当該道路を建築基準法施行令
第１４４条の４第１項及び第２項に規定する基準に適合するように管理します。

承　諾
年月日

管理者の
住所及び氏名

様式第１６号

道路指定の変更（廃止）通知書

　　　　　年　　　月　　　日付けで申請のあった建築基準法第４２条第　　項第　　号の指定

　川口市建築基準法施行細則第１１条第２項の規定により通知します。

　　　年　　　月　　　日

川　口　市　長

申 請 者 住 所 氏 名



　　　　　　２　２部提出してください。
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建築主 (設置者・築造主 )

住 所 氏 名

申 請 年 月 日 ・ 受 付 番 号

建 築 ( 設 置 ・ 築 造 ) 場 所

工 事 種 別

主 要 用 途

構 造 規 模

理　由

受 付 印 処　　　　　理　　　　　欄

　　（注）　１　申請者が建築主等以外の場合は、委任状を添付してください。

電話番号

氏 名

電話番号

申請者

様式第２３号

申請取下書

　　　　　　年　　　月　　　日

川口市長

建築主事

（あて先）

　　さきに提出した　　　　　申請を取り下げたいので、川口市建築基準法施行細則第２０条第

　２項の規定により提出します。

住 所



　四　道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市
　　地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法
　　による新設又は変更の事業計画のある道路で、２年以内にその事業が執行される予定
　　のものとして特定行政庁が指定したもの

　一　道路法（昭和２７年法律第１８０号）による道路

　　関する法律（昭和３９年法律第１６０号）、都市再開発法（昭和４４年法律第３８号
　　）、新都市基盤整備法（昭和４７年法律第８６号）、大都市地域における住宅及び住
　　宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和５０年法律第６７号）又は密集市街地整
　　備法（第６章に限る。以下この項において同じ。）による道路
　三　この章の規定が適用されるに至った際現に存在する道

　二　都市計画法、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）、旧住宅地造成事業に

　五  土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、
　　都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進
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　一　両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のイからホまでの一に該当
　　する場合においては、袋路状道路（その一端のみが他の道路に接続したものをいう。
　　以下この条において同じ。）とすることができる。
　　イ　延長（既存の幅員六メートル未満の袋路状道路に接続する道にあつては、当該袋
　　　路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。ハにおいて同じ。）が３
　　　５メートル以下の場合

　　に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に
　　適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けた
　　もの 

２から６　略

建築基準法（抜粋）

（道路の定義）
第４２条　この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員４メートル
　（特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認め
　て都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、６メートル。次項及
　び第三項において同じ。）以上のもの（地下におけるものを除く。）をいう。

建築基準法施行令（抜粋）

（道に関する基準）
第１４４条の４  法第４２条第１項第５号の規定により政令で定める基準は、次の各号に
　掲げるものとする。

　　　交通大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合
　　ニ　幅員が６メートル以上の場合

　　ロ　終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに
　　　接続している場合
　　ハ　延長が３５メートルを超える場合で、終端及び区間３５メートル以内ごとに国土

　　た場合においては、この限りでない。

　　ホ　イからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安
　　　全上支障がないと認めた場合
　二　道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所（交差、接続又は屈曲
　　により生ずる内角が１２０度以上の場合を除く。）は、角地の隅角をはさむ辺の長さ
　　２メートルの二等辺三角形の部分を道に含むすみ切りを設けたものであること。ただ
　　し、特定行政庁が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認め



　認める場合においては、条例で、区域を限り、前項各号に掲げる基準と異なる基準を定

、地番、地目、土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しく
は工作物に関して権利を有する者の氏名、土地内にある建築物、工作物、道

　は、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。

　めることができる。
３　地方公共団体は、前項の規定により第一項各号に掲げる基準を緩和する場合において

（道路の位置の指定の申請）

地積図

建築基準法施行規則（抜粋）

　請書正副２通に、それぞれ次の表に掲げる図面及び指定を受けようとする道路の敷地と

　る。

方位、道路及び目標となる地物

第９条　法第４２条第１項第５号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、申

　しくは工作物に関して権利を有する者の承諾書を添えて特定行政庁に提出するものとす

図面の種類

　なる土地（以下「土地」という。）の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若

縮尺、方位、指定を受けようとする道路の位置、延長及び幅員、土地の境界

３　特定行政庁は、前条の申請に基づいて道路の位置を指定した場合においては、速やか

２　略

　項又は法第６８条の７第１項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲

路及び水路の位置並びに土地の高低その他形上特記すべき事項

（指定道路等の公告及び通知）
第１０条　特定行政庁は、法第４２条第１項第４号若しくは第５号、第２項若しくは第４

　三  砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること。

　　おいては、この限りでない。

　四  縦断勾配が十二パーセント以下であり、かつ、階段状でないものであること。ただ
　　し、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合に

　五  道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠その他の施設を設けたもので

２　地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と
　　あること。
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　げる事項を公告しなければならない。
　一　指定に係る道路（以下この項及び次条において「指定道路」という。）の種類
　二　指定の年月日
　三　指定道路の位置

明示すべき事項
付近見取図

　に、その旨を申請者に通知するものとする。

　四　指定道路の延長及び幅員



　（３）道路予定地に建築物又は工作物がある場合にあっては、当該建築物又は工作物の

　する。
　（１）指定の廃止に係る道路の種類
　（２）指定の廃止の年月日

２　市長は、前項の申請に基づいて当該私道に係る指定を変更し、又は取り消したときは
　、その旨を公告し、かつ、様式第１６号の通知書により申請者に通知するものとする。

　る。
　（１）指定の意義が実質的に失われている場合

　（５）様式第１３号の道路位置図
　（６）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

　（１）道路位置指定を受けようとする土地（以下この項において「道路予定地」という

　（４）道路位置指定を受けることを承諾した者の印鑑証明書
　　登記事項証明書

　　。）の登記事項証明書
　（２）道路予定地の公図の写し

　（４）指定の廃止に係る道路の延長及び幅員

３　市長は、法第４２条第１項第５号の指定（以下この項において「指定」という。）が
　次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部について廃止をすることができる。

　（２）指定の基準に適合している道がなく所有者等からの申請が見込めないと認められ
　　る場合

川口市建築基準法施行細則（抜粋）

　」という。）を受けようとする者は、様式第１２号の申請書に省令第９条に規定する書
　類のほか、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

（道路位置指定申請）
第１０条　法第４２条第１項第５号の規定による道路の位置の指定（以下「道路位置指定

　（３）指定の廃止に係る道路の位置

　（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
４　市長は、前項の規定により指定を廃止したときは、次に掲げる事項を公告するものと

　て、市長に提出しなければならない。
　（１）変更又は廃止をしようとする道路の敷地（以下この項において「対象敷地」とい
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　より申請者に通知するものとする。

（私道に係る指定の変更又は廃止）
第１１条　私道に係る法第４２条第１項第５号又は同条第２項若しくは第３項の指定の変
　更又は廃止を申請しようとするときは、様式第１５号の申請書に次に掲げる図書を添え

２　市長は、前項の申請に基づいて道路位置指定をしたときは、様式第１４号の通知書に

　　う。）の登記事項証明書
　（２）対象敷地の公図の写し
　（３）前条第１項第４号及び第５号に掲げる図書
　（４）前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類



０４８（２５８）１１１０（代表）
０４８（２４２）６３４４（直通）
内線５５６３～５５６５
０４８（２８５）２００３

〒332-8601　川口市青木２丁目１番１号（郵送先）

建 築 指 導 係

Ｆ Ａ Ｘ

川口市都市計画部建築安全課編 集 発 行

所 在

電 話

川口市三ツ和１－１４－３


